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１ 商工・観光事業の取扱い 

（１）富士見村で行われているまつり、イベントの取扱いについては、当

分の間、現行のままとする。 

（２）金融制度の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。 

 

 

２ 農業施策の取扱い 

農業施策の取扱いについては、前橋市の制度に統一するものとする。た

だし、富士見村で独自に実施している施策等については、地域の実情、実

績等を考慮し調整するものとする。 


